
中土佐町の給与・定員管理等について（平成23年度）

１　総括

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

（参考）前年度

（22年度末） Ａ Ｂ Ａ／Ｂ の人件費率

人 千円 千円 千円 ％ ％

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

Ａ Ｂ

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（注） １　職員手当には退職手当を含まない。

２　職員数は、平成22年4月1日現在の人数である。

(3)特記事項

平成１８年１月１日に、２町村が新設合併をしました。合併したのは、中土佐町と大野見村です。

(4)ラスパイレス指数の状況（平成２３年度４月１日現在）

（注）

一人当たり

職員手当

7,347,429 263,983 1,083,133 16.30

（参考）類似団体平均

22年度

7,967

給　　料

給　　　　　　　与　　　　　　　費

53,693 172,578 712,005 5,789123 485,734 5,717

期末・勤勉手当 計 給与費 B/A 一人当たり給与費

１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
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２　一般行政職給料表の状況（平成２３年４月１日現在）

（注）給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２３年４月１日現在）

　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　②技能労務職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注） １　「平均給料月額」とは、平成23年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当など

　のすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているもの

　である。また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務

　手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

(2)職員の初任給の状況（平成２３年４月１日現在）

- 321,662

（国ベース）

大 学 卒

140,400円

172,500円 172,500円 185,800円

172,200円

Ⅰ種

Ⅱ種

一般行政職

－ 129,500円 129,200円

140,400円 140,400円 140,100円

技能労務職 142,200円 137,200円

区　　　分 中　土　佐　町 高　知　県 国

50.1 302,584 328,341 319,177

49.5 283,862

375,584

311,300

338,188

329,812

358,338

-

352,415

363,386

392,642

309,500 356,700 390,400 402,800

（国ベース）

平均給与月額

424,900

6級

289,500262,200

給料月額

1級

１号給の

給料月額

55.3 329,140 353,872 341,271

平均給与月額

53.0 360,108 372,671 372,671

高 校 卒

中 学 卒

平均給料月額 平均給与月額

135,900

244,000

186,100 223,200

区　　　分

最高号給の

397,723

320,900

2級 3級 4級 5級

平均年齢

41.6

43.9高知県

国

類似団体

区　　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

42.3

43.4

327,205

322,165

中土佐町

高知県

中土佐町

国

類似団体
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(3)職員の、経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２３年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

- 円 - 円 ※ 円

- 円 - 円 - 円

（注） 技能労務職は経験年数25年以上のみ。

４　一般行政職の級別職員数等の状況

(1)一般行政職の級別職員数の状況（平成２３年４月１日現在）

　参事、課長の職務またはこれらに相当

　する職務

　課長補佐、所長の職務又はこれらに相

　当する職務

　係長若しくは困難な業務を分掌する

　主任の職務又はこれらに相当する職務

　主幹、技幹の職務またはこれらに相当

　する職務

　主査、技査の職務またはこれらに相当

　する職務

　主事、技師の職務またはこれらに相当

　する職務

（注） １　本状況調査は普通会計中、税務職、看護・保健職、福祉職、技能労務職以外の一般行政

　職の職員の状況である。

２　中土佐町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

３　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（注） 平成18年1月1日に旧大野見村と合併しており、「5年前の構成比」は平成18年4月1日現在のものである。
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(2)昇給への勤務成績の反映状況

　平成22年度においては、勤務実績により昇給の判定をしており、勤務成績による反映は行って

いません。

５　職員の手当の状況

(1)期末手当・勤勉手当

1人当たり平均支給額（22年度） 1人当たり平均支給額（22年度）

千円 千円

（22年度支給割合） （22年度支給割合） （22年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

・役職加算 5～15％ ・役職加算 5～20％ ・役職加算 5～20％

・管理職加算 10～20％ ・管理職加算 10～25％

（注） （　　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

(2)退職手当（平成23年4月1日現在）

(支給率) 自己都合 勧奨・定年 (支給率) 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（２～２０％加算） 定年前早期退職特例措置（２～２０％加算）

1人当たり平均支給額 千円

(3)地域手当

該当なし

(4)特殊勤務手当

該当なし

(5)時間外勤務勤務手当

千円

0.65

千円

15,069 千円

106

214

30,196

職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算）

支給実績（平成２２年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算）

支給実績（平成２１年度決算）

千円

59.2859.28

59.28 59.28 59.28

24,146

47.50

59.28

47.50

33.50 41.34

国中　土　佐　町

33.50 41.34

23.5023.50 30.55 30.55

職制上の段階、職務の級等による加算措置

2.60 1.3

1,395

高　知　県 国

－

中　土　佐　町

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

(    0.70)(    1.37) 1.40 (    0.65) 1.45

1.352.60 1.285

1,583

2.60



(6)その他の手当（平成２３年４月１日現在）

配偶者　13,000円

配偶者以外の扶養親族2人

まで　6,500円

ただし、配偶者のいない職員

の扶養親族の1人目 11,000円

満16歳の年度始めから満22歳

の年度末までの子1人につき

5,000円加算

1　借家・借間居住者

　基礎控除額　12,000円

　最高支給限度額　27,000円

2　自宅居住者　　　0円

1　交通機関等利用者

定期券又は回数券等による運

賃等相当額支給限度額１箇月

当たり　55,000円

2　交通用具使用者

2,000円（片道2ｋｍ以上）から

最高24,500円（片道60ｋｍ以上）

課長級　定額26,000円

（平成２２年度決算）

平均支給年額

円

円

189,589同

同

手　当　名

千円

13,840 千円

支給実績

（平成２２年度決算）

5,232

支給職員一人当たり

円

円

扶養手当

住居手当

内容及び支給単価

261,600

国の制度

との異同

国の制度と

異なる内容

7,327 千円 85,198

管理職手当 異なる

俸給表別
等に定額
の手当額
が定めら
れている。

3,744

通勤手当 同

千円 312,000



６　特別職の報酬等の状況（平成２３年４月１日現在）

円 円 ／ 円

（ 減額前 円 ）

円 円 ／ 円

（ 減額前 円 ）

円 円 ／ 円

（ 減額前 円 ）

円 円 ／ 円

（ 減額前 円 ）

円 円 ／ 円

（ 減額前 円 ）

（22年度支給割合）

月分

（22年度支給割合）

月分

（算定方式） (1期の手当額）

円×在職年数×500/100 万円

円×在職年数×300/100 万円

（注） １　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）

　勤めた場合における退職手当の見込額である。
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182,000

議 員

2.60

議 長

副 議 長

（支給時期）

任期毎

任期毎副 町 長

700,000

598,000

1,400

717.6

退
職
手
当



７　職員数の状況

(1)部門別職員数の状況と主な増減理由

退職者不補充

新規採用職員の充当

派遣職員復帰による異動

＜参考＞

＜参考＞

［ ］ ［ ］ ［ ］

（注） １　職員数は一般職に属する職員数である。（教育長を含む）

２　[　　　]内は、条例定数の合計である。

－

0

156.50

人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 118.77 人）

（類似団体の人口1万人当たり職員数 145.57 人）
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(2)年齢別職員構成の状況（平成２３年４月１日現在）

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

(3)定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

①平成23年4月1日～平成28年3月31日における定員管理の数値目標

人 人 人

②定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要 （単位：人・％）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（注） 1　計画期間は、平成19年度～平成23年度の5年間に引き続き、平成23年度～平成27年度。

2　職員数は一般職に属する職員数である。（教育長を含む）
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